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 令和４年７月１９日 

 

市内の農業者、漁業経営体、林業経営体を対象に、コロナ禍における肥料、燃料等原材料仕入

経費の増加に対して給付金を支給し、事業継続の支援を行います。 

 

１ 対象者 

別紙、農業、漁業、林業の各給付金募集要項のとおり 

 

２ 給付金額 

 対象期間の原材料仕入経費の額に応じて、２０万円、１０万円、５万円 

 

３ 申請期間  令和４年７月１９日（火）～令和４年１２月２８日（水）まで  

※消印有効 ※申請は１事業者につき、１回限り 

 

４ 申請先・問合わせ先 

 大津市役所産業観光部農林水産課 

〒 520-8575 大津市御陵町３番１号 

℡077-528-2757（直通）申請・お問い合わせは、平日の 9時～17時までの間にお願いします。                                                          

お問い合わせ先 

担当者 農林水産課     担当： 藤原・大塚 

連絡先 528-2757 内線 3456・3453 

総合計画 

位置付け 

基本 

方針 

基本 

政策 
施策 

取組の 

方向性 

主な 

取組 

3 11 29   

大津市農業用肥料高騰等緊急対策給付金、大津市漁業原油価格・物価高騰等対

策給付金、大津市林業原油価格・物価高騰等対策給付金の受付を開始します。 


